
  

 

 

道路陥没、大規模な地下空洞・・・大深度地下工事による被害拡大の恐怖 

３０ｍの空洞発見～東京外環道大深度トンネル工事との関連を明らかにせず 

 10 月 18 日に東京・調布市東つつじヶ丘で起き             
                       た道路陥没事故は、東京外環道の大深度地下シ

ールドマシン工事によるものとみられますが、そ

れから 2週間後の 11 月 2日、陥没現場から４０ｍ 

                       北のＮＥＸＣＯ中日本所有地で行われていたボー

リング調査で長さ３０ｍ、厚さ３ｍ、幅４ｍの大規模

な空洞があることをＮＥＸＣＯ東日本が見つけま

した。（左写真は 10 月 29 日撮影の調査現場） 

11月 3日に行われた住民説明会ではこのことは

伝えられず、4 日になって周辺の住民に伝えられ

ました。ＮＥＸＣＯ東日本はこの空洞を埋める作業 

を行うとされていますが、度重なる被害の拡大に住民の不安は増すばかりです。 

 今回見つかった空洞は陥没個所と同じく東京外環道の地下ルート上にありますが、東日本は事前に

空洞があることを把握していた疑いもあります。空洞発見のあと、ＮＥＸＣＯ東日本は１１月６，７の両日住

民説明会を開催しましたが。入場を制限するなど不誠実の対応で、原因究明に努めると繰り返すだけ

で、参加者からは「ひどい対応だ」と怒りの声が上がりました。 

 外環道トンネル施工等検討委員会の小泉淳委員長は 10月 23日の記者会見で、陥没現場周辺の地質

は砂礫層で石も多いと指摘し、「カッターを回そうと思っても回らない」、「土を多く取り込めなければ

前に進めない」との見方を示しています。道路陥没前にある住民が携帯電話の震度計で測ったところ、

震度２～３の揺れを感じたということです。こうした事態が起きていることを伝えられたにもかかわら

ず、ＮＥＸＣＯ東日本は対応せずそのまま掘削工事を進めていました。 

道路陥没事故の 1か月前から住民は騒音や振動、住宅被害を訴えていた  

外環道大深度工事は 2015 年 4 月、世田谷でシールドマシン発進式からトンネルの掘削が始まりまし

た。それ以降野川で酸欠空気が水面に発生するなど、これまで 3 件の酸欠空気の発生がみられました。

そして現在は 3300ｍまで掘削が行われていますが、10月 18日の道路陥没事故以前に、調布市東つつ

じヶ丘などの住民から振動・騒音・低周波等の被害が出ているとの声が伝わり、陥没現場周辺の住宅の

外壁タイルがはがれ落ちた、敷地の地割れが起きたという実質的な被害も寄せられました。    

9 月 29 日には野川べりの会と調布・外環沿線住民の会が、赤羽 

国交大臣や小池都知事、ＮＥＸＣＯ東日本に、「シールドマシンを止め 

ること」、「第三者機関による原因解明と被害調査を求める」という 

趣旨の要望書を提出しました。これに対し国交省も東京都もそして 

東日本が何も手を打たないまま工事を進め陥没事故が起きたので 

す。東日本は陥没事故や空洞発見についても外環道工事で空洞が 

起きたことについても「調査中」として原因があると認めていません。(工事の振動で大型給水ボトルの水が揺れた) 
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大深度法の法的な根拠が揺らいでいる～リニアの大深度工事は中止を！ 
 「トンネルは掘ってみないとわからない」、「時間とお金をかければどんなトンネルでも掘れる」とい

う言葉が土木関係者からよく聞かれます。外環道やリニアの大深度トンネルは直径１５～１６ｍと巨大で

す。そして外環道の事業費は当初の１兆６千億円から今や２兆４０００億円に膨らんでいます。外環道工事

は調査が行き届かないまま掘削を進めており、その結果今回の道路陥没事故が起きました。リニアの

場合は外環道よりもさらに深いところに直径１５ｍのトンネルを掘るわけですから、どのような影響があ

るかわかりません。ＪＲ東海は多数のボーリング調査などによる詳細な調査を行わないまま、「大深度

地下は岩盤も固いので地表への影響はない」と言い張ってきました。私たちは地盤・地質研究者から

「ルートの真下から上方に 45 度の範囲で大深度工事の影響が及ぶ」ということを教わりました。 

 「大深度地下だから安全だ」という実証はありません。そして、掘削が進まないのでいったん工事を

止めて調査するという対応をせず、工事を急ぐために石が含まれた砂礫層を無理やり掘ったことが

今回の住宅被害や道路陥没につながったと推察されます。こうした強引な工事について、東日本は検

討委員会への報告の中で、「工事は規定の手順に基づいて進めた」と説明していますが、慎重な対応

ができなったからこそ事故が起きたわけで、これは大深度法（大深度地下の公共的使用に関する特別

措置法、２００１年４月施行）２６条の「（大深度地下）使用認可の取り消し」に該当するのではないでしょう

か。もともと大深度法は国交省やゼネコン、そして都市の地下開発を推進する学者によって協議・立案

されたもので、工事の影響や地権者の権利保護を二の次にしたものです。大深度トンネル上の地権者

の不動産価格の影響について私たちは何度もＪＲ東海や国交省に質問しましたが、回答は「大深度地

下だから地表への影響はない」、「風評である」と答えるだけでした。不動産関係業者に対し、土地取引

の際は、購入希望者に対し事前にトンネルが下に存在することを告知する義務を課すべきです。 

 リニア新幹線の大深度工事の中止はもちろんですが、同時に地権者や住民の権利を無視した大深

度法の抜本的を改正するか、あるいは廃止について国会でも審議を行うべき段階に来ています。 

 横浜市でも今年６月、トンネルのシールド掘削工事により２度も道路陥没事故が発生 

  

 

 

 

 

 

 
横浜環状２号線のトンネル工事で２度にわたる道路陥没事故が発生しました。６月１２日午後２時５０分

頃、横浜市港北区の横浜環状２号線で、直径６ｍ、深さ数メートルにわたって崩落が起きました。また６月

３０日には第一現場から３００ｍ離れた同じ道路で午前５時２５分頃、７ｍの路盤が深さ数メートル陥没しま

した。ともに現場の地下では相鉄・東急線を繋ぐための一環であるトンネル掘削工事が行われていまし

た。大深度地下ではないものの、陥没原因は外環道工事と共通する可能性が指摘されています。 

相鉄・東急線接続工事の施工種である鉄道建設。運輸施設整備支援機構は地盤変状検討委員会を設

置し９人の専門家による事故原因の究明にあたりました。工事記録の解析では、工事はシールドマシン

による加圧泥水式で進められており、本来決まられていた基準よりも多くの土砂を取り込んでいた可

能性が高いことがわかりました。この陥没事故があったのにも関わらず、外環道で同じ事態が起きた

わけで、事業主、ゼネコンや国は事故を教訓にした安全確保についてどう考えているのでしょうか。 

  



１２月１日ストップ・リニア！訴訟の原告適格に関する中間判決、不当なら東京高裁に控訴 

 ２０１６年５月２０日の提訴以来１７回の口頭弁論を重ねてきた 

国交大臣のリニア工事認可の取り消しを求める訴訟は新た 

な段階を迎えます。昨年、当時の古田孝夫裁判長は２度にわ 

たって「原告適格に関する中間判決を出す」と言明し、判決 

の期日を今年３月３０日に指定をしました。ところが新型コロ 

ナウイルスの感染拡大を受けて裁判所は判決期日を延期し、 

４月から裁判長は市原義孝氏に代わり、９月になって裁判所 

から原告側代理人に判決期日を１２月１日にすると連絡してき 

ました。 

 裁判所と原告側代理人の折衝の結果、当日の傍聴席は原告席１０人、一般傍聴席４５人と決まりました。原告適

格とは原告と認められる資格のことですが、今回の中間判決を書いたのは古田裁判長であり、内容は原告にな

る適格性がないとして原告数を削減するものであることは明らかです。 

 ストップ・リニア！訴訟は２０１４年１０月１７日に国交大臣がＪＲ東海のリニア新幹線の工事実施計画（その１、トンネ

ルや車両基地、変電所、駅舎などの土木関係工事）を認可したため、行政不服審査法に基づく異議申し立てを行

った後、２０１６年５月２０日に７５９名（当時）が原告になってこの認可の取り消しを求め東京地裁に提訴しました。 

（右上写真）。そして、２０１８年３月２日に国交大臣が工事実施計画（その２、電気設備、通信関係）を認可し、これに

対し同じく反対の審査請求を行い、２０１９年３月１３日、６７名が原告となり東京地裁に認可の取り消しを求め提訴

しました。以降、第１次、第二次訴訟は併合審理されてきました。 

 訴訟で原告が訴えてきた原則は、リニア新幹線は高速鉄道である新幹線交通網の形成につながらないため、

全国新幹線鉄道整備法（全幹法）ではなく、詳細であり具体的な対策を求める鉄道事業法を適用すべきこと、Ｊ

Ｒ東海が行ったわずか３年のずさんな環境影響調査は環境影響評価法に違反することでした。その上に立って、

東京から愛知までの一都６県の原告が、リニア新幹線の工事や供用時に起きる環境影響について、山梨実験線

での地下水の枯渇や工事残土処分における被害や影響、静岡県の大井川水系が工事による影響で水量が減水

することなどを各地のリニア新幹線の問題点を口頭弁論で訴えてきました。 

 １２月１日の中間判決がどのくらいまで原告  

数を削るか内容を推し量ることはできませんが、

リニアの沿線から遠く離れている原告や、ルート

が敷かれている県内でも直接工事の影響がな

いと判断した原告の適格を認めない判決が出さ

れることが予想されます。 

                            また、中間判決の内容は古田裁判長時代に書

かれたものであり、新型コロナウイルスの拡大に

よる新たな就業形態への変化や、鉄道業界の経

営に与える甚大な影響への考慮を全く考えてい

ないと想像できます。 

                                                     リニア工事に対する反対の声が高まっています

が、今や「リニアは必要ない」という意見も広っ

ています。原告と弁護団は、原告数を削減する不

当な判決が出た場合は東京高裁に控訴（上訴）す

る方針です。  

１２月１日（火）中間判決日の予定 

１０：００ 東京地裁前集合 

１０：３０ 傍聴券抽選 

１１：００ 中間判決 

    （判決要旨が判明した時点で、地裁前に 

       判決内容をお知らせします） 

１１：３０～１２：３０ 

    原告団長と弁護団が分析と声明文作成 

１２：３０ 司法記者クラブで記者会見 

１３：００ 報告集会 

   （衆議院第一議員会館地下大会議室） 

    中間判決について弁護団から説明 

    今後の訴訟方針提案 

静岡訴訟、東京大深度訴訟の報告 

１５：００ 終了       

 



 
川崎市環境影響審議化会の改悪に 
ついて、市内の９市民団体が環境 
局長答弁の撤回を求め１１月９日に 
再度の申し入れ 
 
川崎市の環境局長は３月３日の市議会本会

議で、環境影響審議会の在り方について、市民

意見を制限する形にしたい答弁したことにつ

いて、川崎公害根絶・市民連絡会などが反発し

局長発言の撤回を求めて申し入れをしました

が、１０月１日に回答がありましたが、撤回の意

図が示されていなかったため、９市民団体が 

連名で、１１月９日に再回答を求める文書を福田

紀彦市長と斎藤浩二環境局長あてに提出しま

した。  （下写真：９月１０日市環境影響評価室長への交渉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申し入れは、環境影響審議会の委員５人を

外し学識経験者に入れ替える方針について「１

０月５日までは変更する前の構成及び選任基

準に基づいて選任すべきであって明らかな違

法行為であり、市長の意に沿わない委員を排

除するために団体推進枠を廃止したことはあ

きらかだ。これは菅首相の日本学術会議委員

任命拒否の川崎版である」と批判しています。 

 また、「市の今回の方針を受けて団体推薦

枠の町井弘明委員はまだ２年の任期を残して

おり、本人の了解もなく強制的に委員を外すこ

とは許せない。選任委員会のメンバー６人はす

べて市職員であり、今回の委員外しは市の不

公正な判断により決められた」と指摘していま

す。今回の申し入れの回答期限は１１月２０日と

しています。 

 いま、市内の都市計画については大手企業

が積極的に介入してきています。市民参加は

なしで、環境影響審議会から団体推薦枠や市

民枠が外され、市民意見が制限されようとし

ており、環境問題に取り組む市民団体は危機

感を強めています。 

 

外環道・大深度関連の当面行動予定 

１１月２０日 １４：００  

国交省交渉 

     リニア・市民ネット東京と田園調 

布の住環境を守る会 

１１月２１日 １８：００～ 

外環道・陥没事故の緊急報告集会 

（武蔵野市・南町コミュニティセンター

地下ホール） 

外環ネット主催 

１１月２４日 １４：００  

東京外環道訴訟 

      第９回口頭弁論（東京地裁）     

     傍聴券抽選は１３：２０～ 

       １５：３０ 報告集会 

     （衆議院第二議員会館第一会議室）  

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨まんが訴訟は東京高裁に争いの場を移す 

ストップ・リニア！訴訟の原告団団長の川村晃

生氏らが原告になっている山梨リニアまんが訴

訟は甲府地裁の不当判決を受けて東京高裁に

控訴していましたが、来年１月２０日午後３時半か

ら東京高裁で審理が行われることになりました。

山梨県が１２００万円の公費を使ってリニア推進を

うたう漫画小冊子を 

１０万部作り、県内の学校 

の生徒全員に無料配布 

したため、小冊子の回収 

や経費の返済を求めて 

いるものです。 

 原告団は現在、訴状や 

甲府地裁の判決文など 

をまとめたリーフレットを 

販売中です。 
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